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i n f o r m a t i o n

う
る
ま
市
市
民
音
頭
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が

完
成
し
ま
し
た

　

本
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
、
観
賞
用
と
し
て
も
、
振
付

け
を
覚
え
る
た
め
の
教
材
と
し
て
も
ご
活
用

で
き
る
よ
う
作
成
し
ま
し
た
。
各
自
治
会
に

も
配
布
し
て
お
り
、
う
る
ま
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
も
観
賞
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
企
画
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

く
ち
こ
み
じ
ん
ぶ
ん
屋

～
手
作
り
雑
貨
展
～

　

う
る
ま
市
内
の
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
作
家
に
よ

る
手
作
り
雑
貨
展
を
開
催
致
し
ま
す
。

※
布
小
物
・
編
み
物
・
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど

【
と 

き
】
４
月
29
日
（
金
）

　
　
　

   

午
前
10
時
～
午
後
３
時

【
と
こ
ろ
】
い
ち
ゅ
い
具
志
川
じ
ん
ぶ
ん
館

　
　
　
　
　

大
研
修
室

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
ほ
う
こ
く
会

　
「
う
る
ま
市
を
も
っ
と
よ
く
し
た
い
！
」

と
い
う
熱
い
想
い
を
も
ち
、
助
成
金
を
獲
得

し
た
市
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
（
７
つ
）

が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
ほ
う
こ
く
会
」
を

行
い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
と 

き
】
４
月
17
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

【
と
こ
ろ
】
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
う
る
み
ん

　
　
　
　
　
１
階
展
示
ス
ペ
ー
ス

平
成
23
年
度
合
併
処
理
浄
化
槽
設

置
補
助
金
に
つ
い
て

　

水
質
汚
濁
防
止
対
策
と
し
て
有
効
な
合
併

処
理
浄
化
槽
設
置
費
用
に
対
す
る
補
助
事
業

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

【
対
象
地
域
】
市
内
に
お
い
て
公
共
下
水
道

　

の
整
備
計
画
が
当
分
の
間
（
概
ね
７
年
以

　

上
）
見
込
ま
れ
な
い
地
域

【
対
象
数
】
５
人
槽
（
８
基
）

【
補
助
限
度
額
】
３
３
２
，
０
０
０
円

【
申
込
先
】
環
境
課

【
申
込
期
限
】
４
月
１
日
～
５
月
31
日

平
成
23
年
度
市
税
納
期
の
ご
案
内

　

平
成
23
年
度
の
各
市
税
の
納
期
及
び
納
期

限
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
納
期
限
内
に
納

め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
固
定
資
産
税
】

・
第
１
期
：
平
成
23
年
５
月
２
日
（
月
）

・
第
２
期
：
平
成
23
年
８
月
１
日
（
月
）

・
第
３
期
：
平
成
23
年
12
月
26
日
（
月
）

・
第
４
期
：
平
成
24
年
２
月
29
日
（
水
）

【
市
県
民
税
】

・
第
1
期
：
平
成
23
年
６
月
30
日
（
木
）

・
第
2
期
：
平
成
23
年
８
月
31
日
（
水
）

・
第
3
期
：
平
成
23
年
10
月
31
日
（
月
）

・
第
4
期
：
平
成
24
年
１
月
31
日
（
火
）

【
軽
自
動
車
税
】

・
平
成
23
年
５
月
31
日
（
火
）

　

軽
自
動
車
税
は
、
平
成
23
年
度
よ
り
コ

　
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
お
支
払
い

　
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご
利
用

　
く
だ
さ
い
。

平
成
22
年
度
の
市
税
は
納
付
さ
れ

ま
し
た
か
？

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
滞
納
に
な
る
と
、
督
促

料
や
催
告
書
が
送
付
さ
れ
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場
合
は
、
お

早
め
に
納
税
課
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

企
画
課
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う
る
ま
市
社
会
福
祉
協
議
会
／

う
る
ま
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

1
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９

◆市民無料法律相談
うるま市顧問弁護士：ゆあ法律事務所　宮國英男弁護士
　【と　き】毎月第 2木曜日 午後２時～午後４時
　【ところ】石川庁舎（1 階市民相談室）
　【受　付】市民ロビー　午後 1 時受付開始

　【と　き】  毎月第 4木曜日 午後２時～午後４時
　【ところ】本庁（１階市民相談室）
　【受　付】2 階市民生活課　午後 1 時受付開始
※先着 8名
午後１時から受付カードを配布しますが、法律相談は先着
８名までとなっておりますので、お早めにご来庁ください。
窓口が大変混み合い相談を受けることが出来ない場合があ
りますので予めご了承ください。

うるま市民無料相談所の開設

◆人権・行政合同相談所
【と　き】4 月 21 日（木）午前 10 時〜午後 4 時
【ところ】勝連庁舎 1 階 社協会議室（人権）
　　　　　　　　　　　ボランティア室（行政）

連絡先：市民生活課　☎973-5487

◆消費者相談
【と　き】毎週水曜日　午前 10 時〜午後 4 時
【ところ】市役所本庁１階市民相談室

※相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご
　相談ください。


